
広報

2010
5

No.245

主な内容

P２～３・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

P４・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

P５・・・・・・・・・・・・・・・・・・

P１１・・・・・・・・・・・・・・・・・

松茂町財政事情

「子ども手当」

犬の登録と狂犬病予防注射

春のがん検診が始まります

4月1日現在の人口と世帯数

※増減数は、転出取消・世帯分離等により合わない場合があります。（住民基本台帳より）

人　口
男
女

世帯数

15,137人
7,583人
7,554人

6,124世帯

217
135
82
100

転入 転出

170
110
60
79

出生

13
8
5

死亡

11
8
3

前月比

49
25
24
23



　松茂町財政事情書作成及び公表に関す
る条例（平成9年条例第1号）第2条第1項の
規定により財政事情を次のとおり公表します。
　平成22年4月1日

　　　　　松茂町長　広　瀬　憲　発

平成２１年度下半期（平成２１年１０月１日から平成２２年３月３１日まで）の一般会計の執行状況は次のとおりです。

　平成22年３月31日現在における町有財産の現在高は次のとおりです。

（単位：円）

（単位：千円）

（単位：円）

（単位：千円）（単位：㎡）町有財産現在高（土地および建物） 基金の現在高

町　　　　　　　税
地　方　譲　与　税
利 子 割 交 付 金
地方消費税交付金
配 当 割 交 付 金
株式譲渡所得割交付金
自動車取得税交付金
国有提供施設等所在市町村助成交付金
地 方 特 例 交 付 金
地　方　交　付　税
交通安全対策特別交付金
分担金及び負担金
使用料及び手数料
国　庫　支　出　金
県 　 支 　 出 　 金
財 　 産 　 収 　 入
寄　　　付　　　金
繰　　　入　　　金
繰　　　越　　　金
諸　　　収　　　入
地　　　方　　　債

合　　　計

2,823,174,000
69,000,000
12,700,000
154,000,000
4,200,000
2,000,000
15,200,000
159,000,000
19,500,000
112,125,000
2,300,000
77,888,000
144,507,000
425,741,000
289,291,000
17,284,000

1,000
489,500,000
39,392,000
192,036,000

800,000
5,049,639,000

△ 40,463,000

△ 4,394,000
230,000

△ 22,450,000
4,474,000

△ 45,000,000
13,995,000
2,769,000

△ 90,839,000

5,937,000

30,000
△ 303,000

168,523,000
△ 5,785,000
5,361,000

70,300,000

△ 4,665,0000
18,400,000
257,798,000

2,782,711,000
69,000,000
12,700,000
154,000,000
4,200,000
2,000,000
15,200,000
159,000,000
25,437,000
112,125,000
2,300,000
73,524,000
144,434,000
571,814,000
287,980,000
22,645,000

1,000
514,800,000
53,387,000
190,140,000
19,200,000

5,216,598,000

1,744,799,280
16,619,593
4,834,000
96,403,000
1,762,000

0
3,824,000

0
25,437,000
31,063,000

0
38,458,810
66,850,696
314,027,041
18,706,594
15,355,148

0
426,800,000
95,970,912
56,440,786

0
2,957,351,860

983,443,053
56,060,786
7,591,000
61,744,000
2,061,000
1,910,000
8,639,000

147,390,000
0

139,980,000
1,098,000
34,337,550
72,832,734
261,292,079
83,510,666
8,354,873

1,000
88,000,000

0
110,014,417
14,900,000

2,083,160,158

2,728,242,333
72,680,379
12,425,000
158,147,000
3,823,000
1,910,000
12,463,000
147,390,000
25,437,000
171,043,000
1,098,000
72,796,360
139,683,430
575,319,120
102,217,260
23,710,021

1,000
514,800,000
95,970,912
166,455,203
14,900,000

5,040,512,018

269,396,000

42,583,000

14,900,000
326,879,000

98.0
105.3
97.8
102.7
91.0
95.5
82.0
92.7
100.0
152.5
47.7
99.0
96.7
68.4
35.5
104.7
100.0
100.0
100.0
87.5
43.7
90.9

9月末現在
（A） （B） （C） （H）

（Ｈ２０→Ｈ２１）
A＋B＋C （D） （E） （F） E＋F（G）

（A） （B） （C） （A）＋（B）－（C）

G/（D+H） （A） （B） （C） （H）A＋B＋C （D） （E） （F） E＋F（G） G/（D+H）
12月補正 3月補正

繰越明許費
（Ｈ２０→Ｈ２１）
繰越明許費

現計予算額
収　入　済　額
下半期 合計上半期

執行率

議　　　会　　　費
総　　　務　　　費
民　　　生　　　費
衛　　　生　　　費
農 林 水 産 業 費
商　　　工　　　費
土　　　木　　　費
消　　　防　　　費
教　　　育　　　費
災　害　復　旧　費
公　　　債　　　費
諸 　 支 　 出 　 金
予　　　備　　　費

合　　　計

本　庁　舎

学　　　　校

公　　　　園

町 営 住 宅

その他の施設

計

1. 普　　通　　債
　　① 土　　木
　　② 農林水産
　　③ 教　　育
　　④ 公営住宅
　　⑤ 民　　生
　　⑥ 衛　　生
　　⑦ 庁　　舎
　　⑧ 消　　防
　　⑨ 公　　園
2. 災　害　復　旧
　　① 土　　木
3. そ　　の　　他
　　① 減 税 補 て ん 債
　　② 臨時税収補てん債
　　③ そ　　の　　他
　　　合　　　計

財 政 調 整 基 金
減　　債　　基　　金
生活環境整備基金
騒 音 等 対 策 基 金
ま ち づ くり 基 金
地 域 福 祉 基 金
臨海型廃棄物最終処分場対策基金
土 地 開 発 基 金

合　　　計

1,333,910
107,655

1,844,358
300,000
100,000
100,000

1,170,307
63,645

5,019,875

7,827

78,028

59,114

29,113

168,849

342,931

1，891，562
357，114
18，182
448，246
383，786

0
655，784
28，450

0
0
0
0

225，284
176，380
48，904

0
2，116，846

15，800
900

14，900

0

0

15,800

312，435
58，191
6，796
49，155
51，132

142，003
5，158

0

24，468
19，457
5，011

336,903

1，594，927
299，823
11，386
413，991
332，654

0
513，781
23，292

0
0
0
0

200，816
156，923
43，893

0
1,795,743

581

431

1,450

2,462

5,011

19,703

168

19,948

32,792

77,622

5,011

20,284

168

20,379

34,242

80,084

86,980,000
636,746,000
995,063,000
563,831,000
132,464,000
116,131,000
257,076,000
234,718,000
921,552,000

1,000
386,994,000
698,083,000
20,000,000

5,049,639,000

584,000
△ 6,935,000
△ 21,349,000
12,388,000
620,000

2,735,000
△ 1,066,000

△ 4,366,000

△ 73,450,000

△ 90,839,000

△ 21,763,000
16,536,000

△ 21,234,000
50,544,000
△ 5,617,000
△ 19,021,000

219,596,000

38,757,000

257,798,000

87,564,000
608,048,000
990,250,000
554,985,000
183,628,000
113,249,000
236,989,000
234,718,000

1,136,782,000
1,000

386,994,000
663,390,000
20,000,000

5,216,598,000

41,411,153
486,116,486
446,917,695
180,290,969
16,899,349
47,331,376
47,926,338
113,832,450
390,143,419

0
192,590,685
376,164,000

0
2,339,623,920

44,131,118
255,870,468
463,035,286
217,069,516
79,546,835
45,899,698
119,153,342
118,526,295
391,101,957

0
192,576,650
174,690,000

0
2,101,601,165

85,542,271
741,986,954
909,952,981
397,360,485
96,446,184
93,231,074
167,079,680
232,358,745
781,245,376

0
385,167,335
550,854,000

0
4,441,225,085

241,785,000
11,800,000

2,982,000

70,312,000

326,879,000

97.7
87.3
90.8
71.6
52.5
82.3
69.6
99.0
64.7
0.0
99.5
83.0
0.0
80.1

9月末現在 12月補正 3月補正 現計予算額
支　出　済　額
下半期 合計上半期

執行率

区　　分 土　　地
（地  積） 木　造 非木造

建　　物（延面積）

合　計

区　　　分

区　　　分 平成20年度末現在高 平成21年度末現在高
平成21年度中増減見込額

 起　債　額  元金償還額

平成２２年３月３１日現在高

平成21年度下半期一般会計 執行状況

町有財産の現在高

町債および一時借入金の現在高
　平成21年度中の町債の増減及び平成21年度末における現在高の状況は次のとおりです。
　なお、平成22年3月31日現在の一時借入金はありません。

一般会計一般会計 松茂町財政事情松茂町財政事情

歳　入

平成21年度

歳　入歳　入 歳　入歳　出歳　出

［ 企画財政課 ］　  699-8711
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　松茂町財政事情書作成及び公表に関す
る条例（平成9年条例第1号）第2条第1項の
規定により財政事情を次のとおり公表します。
　平成22年4月1日

　　　　　松茂町長　広　瀬　憲　発

平成２１年度下半期（平成２１年１０月１日から平成２２年３月３１日まで）の一般会計の執行状況は次のとおりです。

　平成22年３月31日現在における町有財産の現在高は次のとおりです。

（単位：円）

（単位：千円）

（単位：円）

（単位：千円）（単位：㎡）町有財産現在高（土地および建物） 基金の現在高

町　　　　　　　税
地　方　譲　与　税
利 子 割 交 付 金
地方消費税交付金
配 当 割 交 付 金
株式譲渡所得割交付金
自動車取得税交付金
国有提供施設等所在市町村助成交付金
地 方 特 例 交 付 金
地　方　交　付　税
交通安全対策特別交付金
分担金及び負担金
使用料及び手数料
国　庫　支　出　金
県 　 支 　 出 　 金
財 　 産 　 収 　 入
寄　　　付　　　金
繰　　　入　　　金
繰　　　越　　　金
諸　　　収　　　入
地　　　方　　　債

合　　　計

2,823,174,000
69,000,000
12,700,000
154,000,000
4,200,000
2,000,000
15,200,000
159,000,000
19,500,000
112,125,000
2,300,000
77,888,000
144,507,000
425,741,000
289,291,000
17,284,000

1,000
489,500,000
39,392,000
192,036,000

800,000
5,049,639,000

△ 40,463,000

△ 4,394,000
230,000

△ 22,450,000
4,474,000

△ 45,000,000
13,995,000
2,769,000

△ 90,839,000

5,937,000

30,000
△ 303,000

168,523,000
△ 5,785,000
5,361,000

70,300,000

△ 4,665,0000
18,400,000
257,798,000

2,782,711,000
69,000,000
12,700,000
154,000,000
4,200,000
2,000,000
15,200,000
159,000,000
25,437,000
112,125,000
2,300,000
73,524,000
144,434,000
571,814,000
287,980,000
22,645,000

1,000
514,800,000
53,387,000
190,140,000
19,200,000

5,216,598,000

1,744,799,280
16,619,593
4,834,000
96,403,000
1,762,000

0
3,824,000

0
25,437,000
31,063,000

0
38,458,810
66,850,696
314,027,041
18,706,594
15,355,148

0
426,800,000
95,970,912
56,440,786

0
2,957,351,860

983,443,053
56,060,786
7,591,000
61,744,000
2,061,000
1,910,000
8,639,000

147,390,000
0

139,980,000
1,098,000
34,337,550
72,832,734
261,292,079
83,510,666
8,354,873

1,000
88,000,000

0
110,014,417
14,900,000

2,083,160,158

2,728,242,333
72,680,379
12,425,000
158,147,000
3,823,000
1,910,000
12,463,000
147,390,000
25,437,000
171,043,000
1,098,000
72,796,360
139,683,430
575,319,120
102,217,260
23,710,021

1,000
514,800,000
95,970,912
166,455,203
14,900,000

5,040,512,018

269,396,000

42,583,000

14,900,000
326,879,000

98.0
105.3
97.8
102.7
91.0
95.5
82.0
92.7
100.0
152.5
47.7
99.0
96.7
68.4
35.5
104.7
100.0
100.0
100.0
87.5
43.7
90.9

9月末現在
（A） （B） （C） （H）

（Ｈ２０→Ｈ２１）
A＋B＋C （D） （E） （F） E＋F（G）

（A） （B） （C） （A）＋（B）－（C）

G/（D+H） （A） （B） （C） （H）A＋B＋C （D） （E） （F） E＋F（G） G/（D+H）
12月補正 3月補正

繰越明許費
（Ｈ２０→Ｈ２１）
繰越明許費

現計予算額
収　入　済　額
下半期 合計上半期

執行率

議　　　会　　　費
総　　　務　　　費
民　　　生　　　費
衛　　　生　　　費
農 林 水 産 業 費
商　　　工　　　費
土　　　木　　　費
消　　　防　　　費
教　　　育　　　費
災　害　復　旧　費
公　　　債　　　費
諸 　 支 　 出 　 金
予　　　備　　　費

合　　　計

本　庁　舎

学　　　　校

公　　　　園

町 営 住 宅

その他の施設

計

1. 普　　通　　債
　　① 土　　木
　　② 農林水産
　　③ 教　　育
　　④ 公営住宅
　　⑤ 民　　生
　　⑥ 衛　　生
　　⑦ 庁　　舎
　　⑧ 消　　防
　　⑨ 公　　園
2. 災　害　復　旧
　　① 土　　木
3. そ　　の　　他
　　① 減 税 補 て ん 債
　　② 臨時税収補てん債
　　③ そ　　の　　他
　　　合　　　計

財 政 調 整 基 金
減　　債　　基　　金
生活環境整備基金
騒 音 等 対 策 基 金
ま ち づ くり 基 金
地 域 福 祉 基 金
臨海型廃棄物最終処分場対策基金
土 地 開 発 基 金

合　　　計

1,333,910
107,655

1,844,358
300,000
100,000
100,000

1,170,307
63,645

5,019,875

7,827

78,028

59,114

29,113

168,849

342,931

1，891，562
357，114
18，182
448，246
383，786

0
655，784
28，450

0
0
0
0

225，284
176，380
48，904

0
2，116，846

15，800
900

14，900

0

0

15,800

312，435
58，191
6，796
49，155
51，132

142，003
5，158

0

24，468
19，457
5，011

336,903

1，594，927
299，823
11，386
413，991
332，654

0
513，781
23，292

0
0
0
0

200，816
156，923
43，893

0
1,795,743

581

431

1,450

2,462

5,011

19,703

168

19,948

32,792

77,622

5,011

20,284

168

20,379

34,242

80,084

86,980,000
636,746,000
995,063,000
563,831,000
132,464,000
116,131,000
257,076,000
234,718,000
921,552,000

1,000
386,994,000
698,083,000
20,000,000

5,049,639,000

584,000
△ 6,935,000
△ 21,349,000
12,388,000
620,000

2,735,000
△ 1,066,000

△ 4,366,000

△ 73,450,000

△ 90,839,000

△ 21,763,000
16,536,000

△ 21,234,000
50,544,000
△ 5,617,000
△ 19,021,000

219,596,000

38,757,000

257,798,000

87,564,000
608,048,000
990,250,000
554,985,000
183,628,000
113,249,000
236,989,000
234,718,000

1,136,782,000
1,000

386,994,000
663,390,000
20,000,000

5,216,598,000

41,411,153
486,116,486
446,917,695
180,290,969
16,899,349
47,331,376
47,926,338
113,832,450
390,143,419

0
192,590,685
376,164,000

0
2,339,623,920

44,131,118
255,870,468
463,035,286
217,069,516
79,546,835
45,899,698
119,153,342
118,526,295
391,101,957

0
192,576,650
174,690,000

0
2,101,601,165

85,542,271
741,986,954
909,952,981
397,360,485
96,446,184
93,231,074
167,079,680
232,358,745
781,245,376

0
385,167,335
550,854,000

0
4,441,225,085

241,785,000
11,800,000

2,982,000

70,312,000

326,879,000

97.7
87.3
90.8
71.6
52.5
82.3
69.6
99.0
64.7
0.0
99.5
83.0
0.0
80.1

9月末現在 12月補正 3月補正 現計予算額
支　出　済　額
下半期 合計上半期

執行率

区　　分 土　　地
（地  積） 木　造 非木造

建　　物（延面積）

合　計

区　　　分

区　　　分 平成20年度末現在高 平成21年度末現在高
平成21年度中増減見込額

 起　債　額  元金償還額

平成２２年３月３１日現在高

平成21年度下半期一般会計 執行状況

町有財産の現在高

町債および一時借入金の現在高
　平成21年度中の町債の増減及び平成21年度末における現在高の状況は次のとおりです。
　なお、平成22年3月31日現在の一時借入金はありません。

一般会計一般会計 松茂町財政事情松茂町財政事情

歳　入

平成21年度

歳　入歳　入 歳　入歳　出歳　出

［ 企画財政課 ］　  699-8711
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申請は 9 月 30 日までにお願いします。
9 月 30 日を過ぎると、満額の支給が受けられなくなりますので、ご注意ください。

※手当は 4 月分から給されます。
※ 4 月に中学生になった子ども（3 月まで児童手当の
　対象だった子ども）について手続きは不要です。

※ 9 月 30 日までに『額改定認定請求書』を提出してください。
　手当は 4 月分から増額されます。

※ 9 月 30 日までに『認定請求書』を提出してください。
　手当は 4 月分から支給されます。

小学生以下の子ども 小学生以下の子ども中学生の子ども

中学生の子ども

新たな手続きは不要

『認定請求書』の提出が必要

中学生の子どもについ
て、『額改定認定請求
書』の提出が必要 新たな手続きは不要

皆さまの状況により申請場所や受給時期が異なる場合があります。
手当についてご不明な点等がございましたら、町民福祉課までお問い合わせください。

平成22年４月から始まりました！
子ども手当 が

※手続きには、それぞれ用意をしていただく物がございますので、お問い合わせください。

子ども手当

子ども手当

子ども手当

［ 町民福祉課 ］　  699-8713

　「子ども手当」は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で
応援する制度です。中学校修了前の子どもを養育している父母等に支給されます。

（5 月 17 日までに申請していただいた場合は、6 月の支給日から受給できます。）

●対象となる方
　生まれてから中学校３年生終了前（満 15 歳以後の最初の 3 月 31 日を迎えるまで）の間にある子どもを監護
し、かつ、生計を同一にする父又は母等です。父母に養育されていない子どもについては、子どもを監護し、かつ、
生計を維持する方となります。所得制限はありません。なお、申請をできるのは、保護者１名だけとなります。

●支給額（月額）　 養育している中学生までの子ども１人につき　13，000 円（平成 22 年度）
●手続きについて

◆《 3 月 31日現在、児童手当を受給されている方 》

◆《 3 月 31日現在、児童手当を受給されていない方 》※中学生以上の子どもしかいなかった場合や
　所得制限によるものが考えられます。

４月以降に子どもが生まれた方や松茂町に転入してきた方
・『認定請求書』や『額改定認定請求書』の提出が必要です。
原則として請求のあった月の翌月分から手当が支給されます。
※この場合、申請猶予期間（9 月 30 日まで）の対象ではありませんので、お早めの申請をお願いします。

●注意点
◎申請がない場合については受給できません。
◎申請は原則として申請者（保護者）が住民登録している市区町村役場で行います。
◎保護者が公務員の場合は、お勤めの官公庁等にお問い合わせください。
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笹木野　東部学習センター
福有　天野忠彦氏宅前
満穂　コミュニティセンター
豊久　坂東マンション前
豊岡　自治センター

長原　谷　有弘氏宅前
長原　若宮神社前
長原　ポンプ場
笹木野　一森運送前
松茂町役場前

広島丸須橋北詰 松茂小学校正門前
東部学習センター総合体育館北側駐車場松茂ﾆｭｰﾀｳﾝ第2公園

長原　若宮神社前
満穂　山田商店前 松茂町役場

広島　南川向自治会館

住吉　自衛隊特別借受宿舎横
住吉　旧学校給食ｾﾝﾀｰ前
笹木野　幸栄運輸前
広島　ポンプ場
広島北川向　汚水処理場前

広島　第一増矢ﾏﾝｼｮﾝ
広島　不動院前
広島　山田歯科前
広島　南川向自治会館前
広島　丸須橋北詰

長岸　自治センター前
中喜来　西組集会所前
中喜来　旧農業倉庫前
中喜来　松茂ﾆｭｰﾀｳﾝ第 2 公園
向喜来　吉田青果前

向喜来　総合体育館北側駐車場
向喜来　芳川病院横
笹木野　北地集会所
松 茂 町 役 場 前

9：20〜  9：45

9：50〜10：15

10：25〜10：50

10：55〜11：10

11：20〜11：45

13：10〜13：30

13：35〜13：55

14：00〜14：20

14：30〜15：00

15：10〜15：30

17：00〜17：20 17：25〜17：45 17：50〜18：10 18：15〜18：35 18：45〜19：05

9：20〜  9：35

9：40〜10：05

10：15〜10：45

10：50〜11：10

11：20〜11：45

13：10〜13：25

13：30〜13：50

13：55〜14：15

14：25〜14：50

15：00〜15：30

9：20〜  9：45

9：55〜10：10

10：15〜10：40

10：50〜11：15

11：20〜11：45

13：10〜13：40

13：50〜14：10

14：20〜14：40

14：50〜15：30

犬の登録と狂犬病予防注射を次の日程により実施致しますので、
最寄りの場所で受けてください。
飼い犬の体調が悪い場合は、事前に獣医師にご相談ください。

●犬の登録をしましょう。
　飼い犬は、「狂犬病予防法」により、生涯に１回の登録と毎年１回の狂犬病予防注射が義務づけられています。
　生涯登録を済ませた犬が死亡したときや、犬の所在地等が変わったときは役場へ届出が必要です。
●犬はつないで飼いましょう。
　犬が離れていると恐いものです。散歩代わりに犬を放すのはやめて下さい。
　また、犬の放し飼いは、周囲に迷惑をかけたり咬傷などの事故、野犬繁殖の原因となります。
●犬の散歩時に必ずフンの後始末をしましょう。
　公園や道路だけでなく、他人の敷地内や畑をフンで汚さないようにしましょう。
　犬は自分で後始末をすることができないので、飼い主が責任をもって処理してください。

＊ 対 象 犬　 生後3ヵ月（91日）以上の犬
＊ 登録料金　3，000円　（平成７年４月１日以降に登録済の犬は必要ありません）
＊ 注射料金　３，０００円　（毎年１回必ず受けてください）
　　　　　   （獣医師会手数料２，４５０円＋町手数料５５０円）

場 　 所 場 　 所 場 　 所時 間 時 間 時 間

＊日　程

＊追加日程
時間

日・場所

平成 22 年度

５月１２日（水）

6月１1日
（金）

５月１3日（木） ５月１4日（金）

＊犬を飼っている皆様へ（お願い） 人の迷惑にならないように
愛情と責任を持って飼いましょう！

犬の登録と狂犬病予防注射のお知らせ

［ お問い合わせ ］産業環境課　  699-8714
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情報公開条例の平成21年度
運用状況報告

　松茂町情報公開条例第 20 条の規定に
より、平成 21 年度における同条例の運
用状況を次のとおり公表します。

　日常生活の中で、本人確認を必要とする場面が増えてきています。
　松茂町では、本人確認書類として利用できる「写真付き住民基本台帳カー
ド」を、新規で作成される方に限り、平成 22 年 4 月 1 日～平成 23 年
３月 31 日までの１年間、通常 500 円の交付手数料が無料で申請してい
ただけることになりました。カードの有効期間は 10 年間です。
＊既にカードをお持ちの方が、カードの紛失・破損等により再交付を申請
　される場合は有料となります。

● e
いーたっくす

-tax など電子申請に必要な
　電子証明書の発行ができます。
●松茂町を含め、各市町村の窓
　口で本人確認書類として提示
　できます。

●銀行等で口座開設、現金振込
　などするとき
●高齢者の運転免許証、返納後
　の本人確認として
●その他、携帯電話の契約など
　の際、本人確認として

「学生納付特例制度」をご存知ですか？

詳しいことや、ご不明な点は、町民福祉課までお問い合わせ下さい。

学生の
皆さん！

　国民年金は 20 歳から 60 歳までの
すべての方が加入することになってい
ます。
 しかし、国民年金保険料を納めること
が困難な学生には、本人の前年の所得が
一定額以下の場合、保険料の納付が猶予
される「学生納付特例制度」があります。

・ 対象となる学生
　大学（大学院）・短大・高等学校・高等専門学校・
専修学校および各種学校（知事の認可を受けている学
校で修業年限が 1 年以上である課程）に在学する 20
歳以上の学生で、学生本人の前年の所得が 130 万円
以下であるとき。
・ 手続き
　在学証明または学生証の写し、年金手帳、印鑑をお
持ちになり、住民登録をしている市町村役場の国民年
金窓口で申請してください。（毎年申告が必要です。）

・ 承認を受けた期間
　学生納付特例期間中の障害や死亡といった不慮の事
故にあった場合には、障害基礎年金または遺族基礎年
金を受けることができます。また、学生納付特例期間
は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されますが、
老齢基礎年金の年金額には反映されません。
・ 保険料の追納制度
　承認された期間については、保険料を全額納付し
たときに比べ、受け取る年金額が少なくなります。
このため、これらの期間は 10 年以内であれば、あ
とから保険料を納付することができる「追納制度」
があります。
　なお、保険料の免除若しくは納付猶予を受けた期間
の翌年度から起算して、3 年度目以降に保険料を追納
する場合には、承認を受けた当時の保険料額に対して、
経過期間に応じ政令で定める額が加算されます。

新規
限定
新規
限定

カードの利用法

＊この機会に、写真付き住民基本台帳カードを作ることをお薦めします。

また、こんな場面でも利用できます

『写真付き住民基本台帳カード』の
 交付手数料が 無 料 になります！

1. 情報公開の状況

２. 情報公開の請求者別内訳　　該当なし

３. 情報公開実施機関別請求内訳　 該当なし

４. 不服申し立ての状況　　　　該当なし

（注）：「不受理」とは、当該情報が存在しないため
　　 請求書を受理しなかった場合をいいます。

件数（人数）

0件（0人）

請
　
求

公　　開 ０件　非公開 ０件
部分公開 ０件　不受理 ０件

情報提供
による

請求取下げ 
０件

処理の状況

［ 町民福祉課 ］　  699-8713

［ お問い合わせ ］ 町民福祉課　  699-8713

［ お問い合わせ ］
総務課　  699-8710
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　松茂町では、下水道がご利用いただける地域にお住まいの皆様には、
積極的に下水道に接続していただきますようお願いしておりますが、下
水道計画がない地域または、下水道計画地域の中でも、早期に下水道整
備ができない地域においては、松茂町浄化槽設置整備事業として、新規
に浄化槽を設置する際の補助金制度を設けて浄化槽設置の推進をしてお
ります。
　それぞれの地域状況に応じた適正な汚水処理方法をご利用いただくた
めに、補助金制度をご活用いただき、浄化槽設置にご協力ください。
　そして、きれいな川や海を未来につなげていきましょう。

　昔から刈草は非常に大切な資源でした。刈草
を畑の敷材に利用すれば保水性が良くなり、ま
た、家庭での生ごみ・落ち葉と刈草を混ぜると
良質な堆肥ができると言われています。

　受章された方々は、長年にわたり、国土防衛・災害救助
等危険性の高い職務において、社会貢献をしたことが認め
られての受章です。おめでとうございます。
※危険業務従事者叙勲は、春秋の勲章受章とは別に 2003 年に創設され、
　危険な現場で仕事に取り組んだ方への功労をたたえています。

　裁判所では、５月３日の憲法記念日を中心とした５月１日から
７日までを憲法週間としています。これは、憲法の精神や国民生
活における裁判所の役割を国民の皆さんに理解していただくこと
を目的とするものです。また、裁判所は皆さんにとって裁判が利
用しやすく分かりやすいものとなるように・・・
☆裁判例情報、司法統計、見学・傍聴案内をはじめとする各種情報は
　裁判所ウェブサイト　http://www.courts.go.jp/
☆裁判員制度の詳しい情報は
　裁判員制度ウェブサイト　http://www.saibanin.courts.go.jp/ で、
それぞれ紹介していますので、ぜひ、アクセスしてみてください。

http://www.skr.mlit.go.jp/tokushima/river/yoriyoi/
yoriyoikawa/teiboujyosou/index.html

　徳島河川国道事務所では、堤防に異常がない
か点検・確認をするため年２回の堤防除草を行っ
ており、大量の刈草が発生します。この大量の
刈草を梱包して地域の皆さまに無料配布し、刈
草処分費削減に努めています。

☆引き取りについては
　旧吉野川出張所（藍住町）　
☆お問い合わせは
　平日の月曜日～金曜日、８：３０～１７：００
☆詳しい仮置場などはホームページで確認を！

※下水道計画地域の中に、設置する浄化槽の場合
は、その地域の下水道が供用開始した場合に、遅滞
なく下水道への接続を約束する内容の確約書を添付
して、申請していただきます。

浄化槽設置整備事業補助金ご活用ください！

  ５人槽

  ７人槽

１０人槽

276，000円

348，000円

468，０００円

平成 22 年度
浄化槽設置整備

事業補助金

堤防刈草梱包材の無料配布！

～憲法週間を迎えて～

瑞宝単光章 受章
榑
く れ

井
い

　 正
た だ し

さん

髙
た か ば た け

畠 義
よ し お

男さん

（61 歳）笹木野　元准海尉

（73 歳）広　島　元徳島県警部

 堤防刈草梱包材を使って
堆肥をつくってみませんか？

危険業務従事者叙勲
ずい　　ほう　　たん　　こう　しょう

［ お問い合わせ ］ 下水道課　  699-8717

［ 徳島地方裁判所事務局総務課 ］　  652-3141

　  692-5355
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◆第２消防署・署　長／吉田　　勝（56 歳）
　昭和 47 年 4 月に板野東部消防組合に奉職し、以来 38 年の永きにわたり積極的に職務を遂行し、消防技術の
向上と消防行政の発展に尽力されました。また、現在は第２消防署の署長として、あらゆる災害現場での適切なる
陣頭指揮により、地域住民の生命と財産保護のため活躍貢献されています。

◆消防団・団　長／原田　幹夫（56 歳）
　昭和 57 年 5 月板野東部消防組合消防団に入団以来、計 27 年の永きにわたり消防に従事しています。現在、
消防団員 300 名の団長として、常に職責を自覚し、努力研鑽を惜しむことなく、消防の使命達成のため積極的に
職務遂行にあたっています。

◆消防団・副団長／久保　行雄（59 歳）
　昭和 58 年４月板野東部消防組合消防団に入団以来、
計 26 年の永きにわたり消防に従事しています。現在、
自営業を営む傍ら、副団長として原田団長の補佐役を
務め、消防団員 300 名の信望も厚く、地域社会から
信頼されています。

　受章者を代表して、吉田署長は「消防任務の重大さ
を痛感し、地域住民の安心・安全のために、なお一層
の努力をする決意です。」とお礼を述べられました。 （左から）吉田勝 署長、石川智能 管理者、

　　　　　原田幹夫 団長、久保行雄 副団長

　去る３月５日に、平成 21 年度消防庁長官永年勤続功労章の表彰式があり、板野東部消防組合から下記３名
の方々が受章されました。この章は、消防職・団員として多年にわたり、消防の発展に寄与すべく常に職責を
自覚し、消防の使命達成のため積極的に活躍貢献された個人に授与されます。　　　　　　　　　　　【敬称略】
　

　平成 22 年度春の全国交通安全運動が 4 月 6 日から
4 月 15 日までの 10 日間実施されました。松茂町では
4 月 7 日（水）午前 6 時 50 分から、交通安全祈願祭
及び徳島北交通安全協会松茂分会、松茂町交通安全母の
会、松茂町長寿会、徳島県トラック協会、徳島北警察署
の協力のもと、街頭キャンペーンを実施しました。
　当日は、通行中のドライバーに安全運転を呼びかける
とともに、交通安全啓発グッズを配布しました。

子どもと高齢者の交通事故防止

受章おめでとうございます！
消防庁長官表彰

ドライバーに啓発グッズを配布運動期間は終わりましたが、
引き続き交通安全を心がけましょう！

［ 板野東部消防組合消防本部 ］　  698-9900

［ 総務課 ］　  699-8710
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保健相談センターだより

①オーブンは170度、25分で予熱。
②バターをボウルに入れて、泡立て器でクリー

ム状に練り砂糖を加えてすり混ぜる。
③白っぽくなったら溶き卵を少しずつ加えて

よく混ぜ、粉類を入れて混ぜ合わせる。　
④60等分し、手で丸め指先で軽くおさえてつ

ぶし、オーブンシートをしいた天板に並べ、
下段で焼く。

160kcal（ご飯お茶碗1杯分）

※保健師による健康相談
　日時：毎週火・金曜日9:00～11:30
　内容：血圧測定、尿検査他

※管理栄養士による個別栄養相談
　日時：３日前までに要予約
　内容：糖尿病・高脂血症・高血圧などの食生

活について

〈パパ・ママ教室〉　時間9：30～11：30
6月  4日（金）妊娠中の諸制度、歯について

　6月 17日（木）妊娠中の栄養、乳房管理について
　6月 22日（火）育児用品について

赤ちゃんの観察とお風呂

〈育児相談〉　時間9：30～11：00
　6月21日（月）
　該当：乳児から就学前の幼児
　内容:計測、保健・栄養・歯科相談

〈離乳食講習（試食・説明）〉
　6月15日（火）
　時間10：30～11：30
　10：30までにお集まりください。

〈乳児健診〉
　5月19日（水）　受付9：30～11：00
　該当：平成21年9・10月、平成22年1・2月生

〈1才6ヶ月児健康診査〉
　6月16日（水）　受付13：10～13：40
　該当：平成20年10月16日～平成21年1月15日生

〈フッ素塗布推進事業〉
　6月23日（水）　受付13：15～13：45
　該当：平成20年1月～4月15日生

〈育児教室〉　時間10：00～11：30
　5月26日（水）　「手作りおもちゃ、乳歯の手入れ」
　該当：平成21年10月～12月生
　6月15日（火）
　「離乳食講習（試食・説明）」
　該当：平成22年1月～3月生

② 動脈硬化を進める
④ 胃・十二指腸潰瘍に
　 なりやすい

タバコにはどんな健康被害があるでしょう？
① がんにかかる危険性が高い
③ 呼吸器系の病気におかされる
⑤ 胎児の成長を遅らせる など

５ 月 ３１日 は 世界禁煙デー
（松茂町健康に関する意識調査から 平成１６年度）
  タバコを吸う人の割合
  男性…34.7％　　女性　10.5％　　

手作りおやつ
（きな粉クッキー）60個分
（5個で160kcal）
●きな粉８０ｇ
●バター８０ｇ　　
●溶き卵1個分
●薄力粉１６０ｇ
●砂糖８０ｇ  ●白ごま少々

《５・６月の主な事業》
※場所はいずれも保健相談センターです

松茂町健康づくり計画（5月の目標）
あらたな喫煙者をなくしましょう！

（たばこについて正しく知識をもちましょう）

健 康 相 談

乳幼児健康診査・相談・教室

ＷＨＯ（世界保健機関）が定め、各国政府、自治体、個人
に喫煙と健康について考えるよう呼びかけ、日本ではこの日から
一週間を「禁煙週間」とされています

保健相談センター
683-4533
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みなさん春のがん検診が
      始まります！！

　日本人の死亡原因第 1 位は「がん」です。でも早期に発見し、適切な治療を行えば高い確
率で治る病気です。症状がない時から定期的に検診を受け続けることが、がんの早期発見・早
期治療につながります。この機会にぜひ受診して下さい。
  ☆松茂町に住民登録をしている方を対象に、集団検診を実施します。
  ☆受診回数は、各検診とも年度中に１回です。
　　職場等で受診される機会のある検診は該当になりません。

１.バランスのとれた栄養をとる
　〜いろどり豊かな食卓にして〜

２.毎日変化のある食生活を
　〜ワンパターンではありませんか？〜

３.食べ過ぎをさけ脂肪はひかえめに
　〜おいしい物も適量に〜

４.お酒はほどほどに
　〜健康的に楽しみましょう〜

５.たばこは吸わないように
　〜特に、新しく吸いはじめない〜

６.食べものから適量の
　ビタミンと繊維質のものを
　多くとる 
　〜緑黄色野菜をたっぷりと〜

７.塩辛いものは少なめに、
　あまり熱いものはさましてから
　〜胃や食道をいたわって〜

８.焦げた部分はさける
　〜突然変異を引きおこします〜

９.かびの生えたものに注意
　〜食べる前にチェックして〜

１０.日光に当たりすぎない
　〜肌の焼きすぎに気をつけて〜

１１.適度にスポーツをする
 　〜いい汗、流しましょう〜

１２.体を清潔に
 　〜さわやかな気分で〜

日常生活に気をつければがんはある程度防ぐことが可能といわれています。
例えば、バランスの取れた食事は、がんの予防に効果的です。こうした生
活のヒントをまとめたもので　「がんを防ぐための１２か条」があります。

がん予防の
為に

胃ガン検診

肺がん・結核検診喀
かくたん

痰検査

※対象者の方には、詳しい申込み方法等５月中旬に通知します。

検  診  日 対  象  者 時　　間 自己負担金 場　　所

検  診  日 対  象  者 時　　間 自己負担金 場　　所

６月　９日（水）
６月１１日（金）
６月１３日（日）
６月１４日（月）

松茂町に住民登録して
いる４０才以上の方

松茂町
保健相談センター

７時３０分から　
　　１０時３０分 ９００円

６月　９日（水）
６月１１日（金）
６月１３日（日）
６月１４日（月）

松茂町に住民登録して
いる４０才以上の方
喀痰検査（たばこをたくさん吸っ
ている５０才以上の方、血痰のでる方）

松茂町
保健相談センター

７時３０分から　
　　１０時３０分

２００円
喀痰検査

（６００円）

【
が
ん
を
防
ぐ
た
め
の  

　か
条
】

12

詳しいことが知りたい方は、保健相談センターまでご連絡ください。［ 保健相談センター ］　  683-4533
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図 書 館 だより
図書館
   699-8722

【 日　　　 程 】
【 場　　　 所 】
【対象・定員】
【申 込 締 切】
【申込・問合せ】

5月29日（土） 午後2時から90分程度
松茂町立図書館  研修室
一般40名　※参加無料
5月25日（電話可/定員になり次第締め切ります）
図書館 　　699-8722

　隕石のなかには、太陽
系が形成されたのと同時
に形成されてから、全く

変質などをうけていない種類の隕石があります。
これらは始原隕石と呼ばれていますが、専門的に
は「炭素質コンドライト」に分類されています。
この隕石に含まれている細粒の鉱物中には同位体
組成が地上物質とは大きく違ったものが見つかり
ました。この地球上では見られない同位体組成の
元素は、太陽系ができた 46 億年前よりもさらに
昔に創られたものであると考えられています。
　隕石科学をもとに、現在の太陽系の歴史を概観
してみたいと思います。

　5 月 12 日まで「こどもの読書週間」です。
　昭和 34 年から始まった「こどもの読書週間」。
2001 年 12 月の「子どもの読書活動推進法」公布・
施行により、年々大きな盛り上がりを見せています。
　松茂町でも「子どもの読書活動推進」の気運をよ
り高めていきましょう。

第52回｢こどもの読書週間｣標語

｢たんけんしたいな 本の森｣

今月のクローズアップ本コーナー

日 月 火 水 木 金 土

マッピーとほんわかおはなし会閉館日

５月のカレンダー

＊
2
9
16
23
30

＊
3
10
17
24
31

＊
4
11
18
25

＊
5
12
19
26

＊
6
13
20
27

＊
7
14
21
28

1
8
15
22
29

図書館利用のご案内
●閉 館 日　毎週月曜日（祝日の場合は次の日）
　　　　　　毎月最終日、年末年始
●開館時間　午前10時から午後６時まで

貸出点数
  ・期間

図書・雑誌・紙芝居 全部で
10点
まで

10冊まで 2週間
雑誌の最新号は除きます。

CD・DVD 2点まで  1週間

大学連携図書館講座（全6回）
昨年好評だった鳴門教育大学との
連携講座。ぜひご参加ください。

第１回  

｢隕
い ん せ き

石からみた太陽系のすがた｣
西村宏 教授

西村先生からの
ひとこと

6月26日（土） 2020年頃に起こると予測される新南海地震
─地震の知識が身を守る─  村田守教授

子どもの生きる力を育む生活習慣について
田中弘之教授 

源平内乱と阿波仏教文化　大石雅章教授

ナチス・ドイツの政治と社会　原田昌博准教授

映画『恋に落ちたシェイクスピア』から見る、
シェイクスピア時代の英国演劇風土

杉浦裕子講師

演題・講師名申込期間実施日回

7月24日（土）

8月28日（土）

10月2日（土）

11月6日（土）

2

3

4

5

6

6月1日～
　6月22日

7月1日～
　7月19日

8月1日～
　8月24日

9月1日～
　9月28日
10月1日～
　11月2日

15日 午後2時〜　おはなしのへやにて
5月は  ｢動物園に行こう！！｣
よみきかせや民話、サポーターさんたちがつくった
おもしろいおはなしが楽しめます。

マッピーとほんわかおはなし会

連休中も開館しています。どうぞご利用ください。

動物園・水族館に行こう！
♪ ｢Zoo! Zoo! Zoo! Zoo! Zoo! Zoo! 動物園へいこ
うよ。みんなで行こうよ。動物園は Zoo ってんださ
あ行こう！！｣ ♪（どうぶつえんへ行こう　作詞 海
野洋司　作曲 T.Paxton より）さわやかなこの季節。
動物園や水族館は楽しいだろうなぁ。さぁ、行こ
う！！でもちょっと待って！図書館でいろいろな知
識を持ってからの方が数倍楽しめるはず！！さあ、
図書館に行こう！！

2009年度ベストリーダー
　昨年度のベストリーダーは何でしょう。タイトルを
見るときっとあなたもうなずきます。一般書、児童書、
CD、DVD 別にご紹介します。
とくしまの子どものためのブックリスト100プラス
　4 月からのクローズアップです。みなさん、もう
読まれましたか？ 3 月に発表された徳島県の子ども
のためのブックリスト。おすすめの本を徳島県から
100 冊、松茂町から 10 冊選んでいます。5 月は 4
月掲示分を除く 55 冊を掲示します。この機会に、
是非どうぞ。
　子どもたちと本との素敵な出会いがありますように。
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Ｑ
（
質
問
の
要
旨
）
明
治
時
代
の
古
い
記
録
に
「
松
茂
村
大
字
長
原
浦
村
」
と
書
い
て
あ

り
ま
し
た
。
こ
の
「
浦
村
」
と
い
う
言
葉
は
一
体
ど
ん
な
意
味
で
す
か
。
ま
た
、
こ

の
言
葉
は
い
つ
か
ら
無
く
な
っ
た
の
で
す
か
。
ぜ
ひ
教
え
て
く
だ
さ
い
。（
団
体
職
員
・
女
性
）

                                                  

※ 

同
様
の
ご
質
問
を
、
複
数
頂
戴
し
て
い
ま
す
。

Ａ
（
前
回
の
要
旨
）
江
戸
時
代
の
初

期
、
阿
波
国
（
現
・
徳
島
県
）
を

支
配
し
た
徳
島
藩
・
蜂は
ち
す
か

須
賀
家
は
、
租
税

体
系
の
違
い
を
明
確
に
す
る
た
め
、
農
村

を
「
〇
〇
村む
ら

」、
漁
村
を
「
〇
〇
浦う

ら

」
と
名

付
け
ま
し
た
。
明
治
時
代
に
な
る
と
、
明

治
新
政
府
は
地
方
行
政
の
改
革
を
行
い
、

全
国
の
地
方
団
体
の
呼
称
は「
町
」と「
村
」

に
整
理
・
再
編
さ
れ
ま
し
た
。
阿
波
国
で

も
漁
村
（「
〇
〇
浦
」）
を
「
村
」
と
す
る

べ
く
、「
村
」
の
一
字
を
付
け
加
え
て
「
〇
〇

浦う
ら
む
ら村
」
と
し
た
の
で
す
。

    

＊　
　
　
　
　

＊　
　
　
　
　

＊

　

明
治
二
一
年
（
一
八
八
八
年
）
四
月
、

政
府
は
全
国
に
「
市
制
」
及
び
「
町
村
制
」

と
い
う
法
律
を
公
布
し
ま
し
た
。
江
戸
時

代
以
来
の
「
町ま
ち

」
や
「
村む

ら

」
を
統
合
再
編
し
、

新
た
に
「
市し

」「
町ち

ょ
う
」「
村そ

ん

」
を
設
置
す
る

と
い
う
も
の
で
す
。
法
律
は
一
年
間
の
猶

予
の
後
、
翌
二
二
年
の
四
月
に
施
行
さ
れ
、

徳
島
県
内
で
も
次
々
と
合
併
の
枠
組
み
が

決
め
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。
い
わ
ゆ
る「
明

治
の
大
合
併
」
で
す
。

　

私
た
ち
の
松
茂
町
の
前
身
と
な
る

「
村
（
そ
ん
）」
も
、
こ
の
年
に
産
声
を

上
げ
ま
し
た
。
江
戸
時
代
か
ら
続
く

長な
が
ぎ
し
む
ら

岸
村
・
中な

か
ぎ
ら
い
う
ら
む
ら

喜
来
浦
村
・
広ひ

ろ
し
ま
う
ら
む
ら

島
浦
村
・

笹さ
さ
ぎ
の
む
ら

木
野
村
・
住す

み
よ
し
し
ん
で
ん
む
ら

吉
新
田
村
・
豊と

よ
な
か
し
ん
で
ん
む
ら

中
新
田
村
・

豊と
よ
お
か
し
ん
で
ん
む
ら

岡
新
田
村
・
長な

が
は
ら
う
ら
む
ら

原
浦
村
・
満み

つ
ほ
し
ん
で
ん
む
ら

穂
新
田
村
・

豊と
よ
ひ
さ
し
ん
で
ん
む
ら

久
新
田
村
の
一
〇
か
村
が
合
併
し
、
新

た
に
「
松ま
つ
し
げ
そ
ん

茂
村
」
が
誕
生
し
た
の
で
す
。

　

し
か
し
、
こ
の
合
併
は
急き
ゅ
う
き
ょ遽
の
こ
と
で

も
あ
り
、
多
く
の
点
に
旧
村
の
枠
組
み
を

残
し
た
ま
ま
発
足
し
ま
し
た
。
そ
れ
を
象

徴
す
る
の
が
「
大お
お
あ
ざ字

○
○
村む

ら

」
の
存
在
で

す
。
合
併
前
の
一
〇
か
村
が
、
新
村
の
中

に
「
大お
お
あ
ざ字
○
○
村む

ら

」
と
し
て
、
そ
の
名
前

の
ま
ま
に
残
っ
た
の
で
す
。
一
例
を
記し
る

せ

ば
、
ご
質
問
の
長
原
は
「
板
野
郡
松ま
つ
し
げ
そ
ん

茂
村

大お
お
あ
ざ字
長な

が
は
ら原
浦う

ら
む
ら村
」
と
な
り
、
そ
の
他
の
九

か
村
も
同
様
で
し
た
。

　
「
村
（
そ
ん
）」
の
中
に
「
村
（
む
ら
）」

が
あ
る
と
は
、
何
と
も
紛ま
ぎ

ら
わ
し
い
で
す

ね
。　

そ
の
後
、
合
併
当
初
は
旧
村
意
識

が
強
か
っ
た
村
民
の
間
に
も
、
徐
々

に
「
松
茂
村
」
を
郷
土
と
す
る
意
識

が
育
っ
て
き
ま
し
た
。
大
正
四
年

（
一
九
一
五
年
）一
月
、紛
ら
わ
し
か
っ

た
大
字
の
「
村む
ら

」
の
文
字
が
省
略
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
、
翌
五
年
四
月
に

は
、「
浦
」「
新
田
」
の
文
字
も
省
略

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
長
原

な
ら「
板
野
郡
松
茂
村
長
原
」と
な
り
、

こ
の
時
、「
浦う
ら
む
ら村

」の
言
葉
は
無
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

第  　

回
78

「
浦
村
」っ
て
何
？ 

（
下
）

う
ら    

む
ら

◇「定期公演」休演のお知らせ◇
　毎月第３土曜日に開催の阿波人形浄瑠璃芝居の「定期公演」を、都
合により５月と６月の２回、休演します（代替開催日はありません）。
くわしくは、当館ホームページ（http://www.joruri.jp）をご覧ください。

●会期：５月９日（日）まで（会期中、５月６日は休館です）

●時間：午前９時〜午後５時（毎週木曜日は午後９時まで）

●会場：資料館玄関ロビー   ●観覧無料

　昨年度、資料館「藍染
め教室」受講生が作成し
たオリジナル藍染作品
を展示中です。紺と白が
織りなす伝統美の世界
を、ぜひご覧ください。

「講座作品展（藍染）」開催中！
TOPICS資料館トピックス

　このページの記事に関するお問い合わせと、松茂
の歴史に関する質問は、資料館までお寄せください。
　 699-5995/E メール  matsushige@joruri.jp

板
野
郡
枩
茂
村
大
字
住
吉
新
田
村
惣
代

近
藤  

高
太
郎

右
　
　
同
　
大
字
豊
岡
新
田
村
惣
代

岡
本  

徳
太
郎 

（
松
）

明治３４年（1901年）の古文書に記された大字村
（右：住吉新田村、左：豊岡新田村）
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催
し

リ
サ
イ
ク
ル
シ
ョ
ッ
プ

募
集

手
話
奉
仕
員
養
成
講
座

（
基
礎
課
程
）受
講
生
募
集

 

町
税
の
納
付
は
口
座
振
替
で

税

  

今
月
の
納
税

医療機関名曜日日 電話番号 所在地

場　　所 問　合　せ内　　　　容

※相談は無料です。詳細は担当課へ

●
日
時　
５
月
２３
日（
日
）

　
　
　
　

１０
時
～
１３
時

●
場
所　

松
茂
町
総
合
会
館

●
内
容　

主
に
衣
類
・
ベ
ビ
ー
用

品
・
書
籍
・
家
庭
用
品
な
ど
の
販

売
・
ベ
ル
マ
ー
ク
の
収
集

▼
問
合
せ　

は
あ
と
ふ
る
松
茂
事
務
局　

森

　
０
９
０・
４
７
８
５
・
９
１
１
８

　

聴
覚
障
害
者
の
社
会
参
加
を
支

援
す
る
た
め
、
日
常
生
活
に
必
要

な
基
礎
的
な
手
話
を
学
ん
で
み
ま

せ
ん
か
？

●
対
象
者　

町
内
在
住
で
手
話
奉

仕
員
養
成
講
座
（
入
門
課
程
）
修

了
者

●
定
員　

２０
名
（
応
募
者
多
数
の

場
合
は
、
平
成
２１
年
入
門
課
程
修

了
の
方
を
優
先
）

●
日
時　

平
成
２２
年
６
月
１９
日
～

平
成
２３
年
１
月
２２
日
毎
週
土
曜
日 

１３
時
３０
分
～
１５
時
（
予
定
）　

全
３０
回

●
場
所　

福
祉
ホ
ー
ム 

リ
ズ
ム

（
藍
住
町
矢
上
字
安
任
５６
─
５
）

●
受
講
料　

無
料

（
テ
キ
ス
ト
代
の
み
実
費
負
担
）

●
申
込
締
切　

５
月
３１
日（
月
）

※
電
話
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
申
込
み
可

▼
問
合
せ

（
社
福
）
凌
雲
福
祉
会 

障
害
者
生

活
支
援
セ
ン
タ
ー
凌
雲

　

６
９
３
・
１
１
１
７

　

６
９
２
・
６
７
７
６

　

５
月
は
、
固
定
資
産
税
（
１
期

分
）と
軽
自
動
車
税
の
納
期
で
す
。

納
期
限
ま
で
に
お
近
く
の
金
融
機

関
ま
た
は
役
場
窓
口
で
納
付
し
て

く
だ
さ
い
。

●
納
期
限　
５
月
３１
日（
月
）

▼
問
合
せ　

税
務
課

　

６
９
９
・
８
７
１
５

 　

①
固
定
資
産
税　

　

②
軽
自
動
車
税

　

③
町
県
民
税

　
（
給
与
天
引
き
を
除
く
）

　

④
国
民
健
康
保
険
税

　

の
納
付
に
は
、
便
利
な
口
座
振

替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。　

TOWN  INFORMATION

5月のお知らせ

北島町
上板町
北島町
北島町
北島町
松茂町
松茂町
北島町
上板町
松茂町
松茂町
松茂町
松茂町
板野町
北島町
上板町
北島町
北島町
上板町
北島町
北島町
北島町
上板町
北島町
北島町
北島町
北島町
北島町
北島町
上板町
北島町

６９７-２３２３
６９４-５３５３
６９８-１２３４
６９８-１２３４
６９８-１２３４
６９９-２９２１
６９９-５３５５
６９７-３２１３
６９４-２００９
６９９-８０７０
６９９-３７７７
６９９-２７８７
６９９-１７７７
６７２-４９７０
６９８-９６２９
６９４-２００８
６９８-５１５７
６９８-８６５５
６９４-２００８
６９８-５１１１
６９８-０３０３
６９８-５１０８
６９４-５５１５
６９８-３１１１
６９８-８０６０
６９８-５５００
６９８-６１１１
６９８-２６２５
６９７-２３２２
６３７-６０６６
６９８-８８０８

つかさクリニック
井 内 内 科
きたじま田岡病院
きたじま田岡病院
きたじま田岡病院
浦 田 病 院
芳 川 病 院
中村耳鼻咽喉科クリニック
野 田（ 秦 ） 医 院
井 上 医 院
春 藤 内 科 胃 腸 科
谷口耳鼻咽喉科クリニック
和 ク リ ニ ッ ク
高田整形外科病院
健生きたじまクリニック
野 田（ 五 ） 医 院
三 木 ク リ ニ ッ ク
山 本 内 科 胃 腸 科
野 田（ 五 ） 医 院
堀 口 整 形 外 科
藤 本 ク リ ニ ッ ク
こまつばら整形外科
友 成 医 院
越 智 外 科 胃 腸 科
平 野 内 科
山 田 外 科 内 科
吉 野 川 病 院
片 山 医 院
ルナウィメンズクリニック
井 関 ク リ ニ ッ ク
新 居 内 科

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月

産業環境課
　699-8714

産業環境課 　購入した商品への不満や
悪徳商法等にお悩みの方

総務課
　699-8710

松茂町総合会館
２階　会議室２

　行政（国・県・町等）の事業
に対する要望や苦情

社会福祉協議会
　699-5352

保健相談センター
２階　嘱託医室

　相談関係等お気軽にご相
談ください。秘密は厳守！
予約は５月６日から受付可

町民福祉課
　699-8713

松茂町総合会館
２階　会議室２

　暮らしの中で起きるいじめ
や体罰等人権に関する相談

夜間・休日在宅当番医表
平成２２年5月分

＊担当時間　平日　午後７時から午前０時まで 
　　　　　   休日　午前７時から午前０時まで
＊担当時間以外の深夜は、かかりつけ医または

救急病院が対応します。
＊救急病院の情報は板野東部消防組合「救急病

院問い合わせ電話」　 ６９８-９１１９へお問い合わ
せ下さい。

＊当番医は都合により変更する場合があります。
また、診療科目によっては、対応できない場合
がありますので、必ず先に電話でご確認の上、
受診して下さい。

[お問い合わせ]  保健相談センター 　 ６８３-４５３３
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自
動
車
税
は
納
期
内
に
！

相　　談　　名 曜　　日 時　　間

今月の相談

　心身等に障害のある方などが所有する軽自動車については、申請により１台に限り軽自動車税が減
免されます。（但し、一定の条件を満たす場合に限ります。）
この減免申請書の 提出期限は５月２４日 （軽自動車の納期限【5月31日】の７日前）です。
障害の部位・級などにより減免対象が異なりますので、詳しくは税務課までお問い合わせください。

身体障害者等の減免申請について〜軽自動車税〜

【税務課】      699-8715

　地域ごとに指定日がありますのでご注意ください。当日の早朝か
ら午前８時までに、正しい持ち寄り場所へ出してください。
★小雨での古着回収は中止します。その他の紙類は今までどおり回
収します。

※布団やぬいぐるみは粗大ごみの収集日に出してください！▲

問合せ　産業環境課　　699-8714

５月は１日（土）・  ８日（土）、
６月は５日（土）・１２日（土）・紙の日・

※
口
座
振
替
日
は
い
ず
れ
も
各
納

期
限
日
で
す
。

　

町
内
の
各
金
融
機
関
・
役
場
窓

口
で
手
続
き
が
で
き
ま
す
。

（
開
始
希
望
月
の
１０
日
ま
で
に
お

願
い
し
ま
す
。

【
例
】
６
月
か
ら
希
望
の
場
合
は
、

６
月
１０
日
ま
で
）

　

預
貯
金
通
帳
と
そ
の
印
鑑
、
納

税
通
知
書
を
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ

①
②
③
・
税
務
課

　
　

６
９
９
・
８
７
１
５

④
・
健
康
保
険
課

　
　

６
９
９
・
８
７
１
２

１３時～１５時6・13・20
　27（木）

消費者協会会員による
消費者生活相談

13時30分～
15時30分１２（水）

行政相談委員による
行  政  相  談

１４時～１６時 １３（木）
★要予約

弁護士による
無 料 法 律 相 談

13時30分～
16時２８（金）

人権擁護委員による
人  権  相  談

お誕生おめでとう

ご結婚おめでとう
住所 夫 住所 妻

名前性別両親の名前 住所

横野　一磨・以寿美

吉倉　康仁・慶　子

藤田　啓志・利　恵

德永　文昭・信　恵

藤本　雅彦・こずえ

中佐古茂嘉・理　奈

赤松　良司・麻　妃

田邉　修広・由　佳

阿部　正明・礼　子

吉成　晋哉・紗也香

大和　賢治・美　穂

松 茂 町 杦森新一郎 松 茂 町 箱崎　友貴

男の子

女の子

男の子

男の子

女の子

男の子

男の子

女の子

男の子

男の子

男の子

れい

礼
こ  の  み

心乃美
はる     や

悠　矢
たく　  や

拓　耶
み      こと

美　琴
りゅう   き

琉　暉
ゆく     と

之　聡
め        い

芽　生
 し     おん

心　音
かい  せい

快　星
そう　すけ

蒼　介

中喜来

広　島

住　吉

笹木野

広　島

広　島

満　穂

広　島

笹木野

笹木野

笹木野

ころろよろよろよおよおおお ろろここここお こおお こここころろろろよよよおおおお びびびびびびおよろこび

　

今
年
度
の
自
動
車
税
の
納
期
限

は
５
月
３１
日（
月
）で
す
。
納
期
内

に
納
め
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
領
収
証
書
に
添
付
さ
れ

て
い
る
納
税
証
明
書
は
、車
検（
継

続
検
査
又
は
構
造
等
変
更
検
査
）

の
際
に
必
要
で
す
か
ら
、
大
切
に

保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ

　

徳
島
県
東
部
県
税
局
自
動
車
税

庁
舎　

       

６
４
１
・
２
３
２
３
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海上自衛隊
徳島航空基地一般公開 

☆ランウェイマラソン
　３Ｋｍ・５Ｋｍ・１０ｋｍ
　９時３０分～１１時３０分
　（申込みは終了しています）
★２Ｋｍふれあいウォーキング
　スタート：１１時３０分
　（参加者は時間までにスタート位置にお越しください。）
★シミュレーター体験飛行　受付８時～
☆ちびっ子ヤング大会 バレーボール、
☆ちびっ子広場・風船等工作教室、広報館・記念館公開
　　但し、★印の催しは当日申込みとなっております。

[お問い合わせ]
海上自衛隊徳島教育航空群 司令部 広報室

℡６９９-５１１１（内線３２３４）

開催日時

５月２３日㈰
８時～１５時

主
な
催
し

※勤務先
　松茂町役場 産業環境課

※趣味　音楽鑑賞

※ちょっと一言
まだ分からないことば
かりですが、頑張りま
す。よろしくお願いい
たします。

ふれっしゅさん

町内の事務所に勤務している「ふれっしゅさん」を紹介してく
ださい。　　［お問い合わせ］企画財政課　  ６９９－８７１１

松村　佳彦
ｓ６０．１０．２生

まつむら　     よしひこ

　４月２日（金）空港ターミナルビル落成式、３日（土）
滑走路 2500ｍ完成式典、８日（金）「徳島阿波おど
り空港」の新名称でリニューアル開港しました。滑走
路完成式典のテープカットには、地元松茂町の小学
生を代表して、松茂小学校６年の元木仁大君、松原
理沙子さんが飯泉嘉門県知事らと一緒に完成のお祝
いをしました。
　また、開港当日は、おおぜいの方々が新ターミナル
ビルを訪れ、１階到着ロビーで行われた到着式には、
県のキャラクター“すだちくん”や有名連による阿波
踊りで乗客をお出迎えしました。

空の玄関 松茂町が沸きあがる！ 
５月号表紙解説

①私は２０歳の大学生で、国民年金に加入し「学生
納付特例制度」を知り、手続きをしました。来
年は手続きをしなくていいですよね？

②最近「胃」の調子が悪いので、６月にある集団
検診を受けようと思っています。検診場所は松
茂町総合会館でしたね。

③わが家には、小学５年、中学１年、高校２年と３
人います。下ふたりは３月まで児童手当を受給
していました。４月に中１となった子どもに「子
ども手当」の申請手続きは必要ですか？

マッピークイズ

はがきに、住所・氏名・電話番号・クイズの答え
を記入のうえ、応募してください。また、広報「ま
つしげ」に対するご意見、ご感想などもお書きく
ださい。必ず住所・氏名を書いてください。（１人
１通に限らせていただきます）

〒７７１─０２９５ 松茂町広島字東裏３０番地
松茂町 企画財政課 広報係

締め切りは、５月１２日（水）当日消印有効。
当選者は、６月号の誌面で発表します。

応募総数３２通、うち全問正解者数３１通
４月号のクイズの答え
①地域包括支援センター　②３日前までに要予約
③電話可
厳正な抽選の結果、次の方々に図書カードをお送りします。

鮎合　孝枝さん　浅田　弘子さん　高橋　拓未さん
川口　光子さん　櫻井　美津子さん

 

問
　
題

 

応
募
方
法

 

応
募
先

 

当
選
者
発
表

全問正解者の中から抽選で５名に １，０００円分 の 図書カード が当たる！

広  報

広
報

ま
つ

し
げ

平
成

２
２

年
5月

1日
発

行
　

第
245号

　
発

行
⧸

松
茂

町
　

編
集

⧸
企

画
財

政
課

〒
771-0295  徳

島
県

板
野

郡
松

茂
町

広
島

字
東

裏
30 T

el.088-699-8711  Fax.088-699-6010

松茂町ホームページ  http://www.town.matsushige.tokushima.jp/  　　※この広報誌は、再生紙を使用しています。
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地域ふれあい感謝デー
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